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令和2年分の
確定消費税額

（※）

中間申告・
納付の回数 中間納付税額 申告・納付期限

48万円超
400万円以下 年1回

令和2年分の確定消費税額
の12分の6の消費税額とその
78分の22の地方消費税額

令和3年8月31日（火）
（振替納税利用の場合の振替日）

令和3年9月28日（火）

400万円超
4,800万円以下 年3回

令和2年分の確定消費税額
の12分の3の消費税額とその
78分の22の地方消費税額 詳しくは、国税庁ホームページ

（https://www.nta.go.jp）で
ご確認ください。

4,800万円超 年11回
令和2年分の確定消費税額
の12分の1の消費税額とその
78分の22の地方消費税額

（※）「確定消費税額」とは、中間申告対象期間の末日までに確定した消費税の年税額（申告書⑨欄の差引税額）をいいます。

消
費
税
お
よ
び

地
方
消
費
税
の
中
間
申
告
と

納
付
が
必
要
な
個
人
事
業
者
と
は
？

　

個
人
事
業
者
の
方
で
、
※

令
和
２
年
分
の
確

定
消
費
税
額
（
地
方
消
費
税
は
含
み
ま
せ
ん
。）

が
48
万
円
を
超
え
る
方
は
、
消
費
税
お
よ
び
地

方
消
費
税
の
中
間
申
告
と
納
付
が
必
要
で
す
。

※
令
和
２
年
分
の
確
定
消
費
税
額
と
は
、
令
和

２
年
分
の
確
定
申
告
に
よ
り
確
定
し
た
消
費

税
の
年
税
額
を
い
い
、修
正
申
告
も
し
く
は
、

期
限
後
申
告
を
行
っ
た
場
合
、
ま
た
は
更
正

も
し
く
は
決
定
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
こ

れ
ら
に
よ
っ
て
確
定
し
た
消
費
税
の
年
税
額

を
い
い
ま
す
。

中
間
申
告
の
方
法
と
納
付

　
「
前
年
実
績
に
よ
る
中
間
申
告
」
ま
た
は
「
仮

決
算
に
基
づ
く
中
間
申
告
」
の
い
ず
れ
か
で
納

付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１　

前
年
実
績
に
よ
る
中
間
申
告

２　

仮
決
算
に
基
づ
く
中
間
申
告

　

当
期
の
業
績
が
悪
化
し
て
い
る
よ
う
な
場
合

な
ど
に
は
、「
１　

前
年
実
績
に
よ
る
中
間
申

告
」
の
方
法
に
代
え
て
、
各
中
間
申
告
対
象

期
間
を
一
課
税
期
間
と
み
な
し
て
仮
決
算
を
行

い
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
計
算
し
た
消
費
税
額
お

よ
び
地
方
消
費
税
額
に
よ
り
中
間
申
告
・
納
付

が
で
き
ま
す
。
な
お
、
こ
の
計
算
に
よ
り
マ
イ
ナ

ス
と
な
っ
た
場
合
で
も
、
還
付
を
受
け
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
（
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
た
場
合
は
、
中

間
申
告
税
額
は
「
０
」
に
な
り
ま
す
。）
ま

た
、
仮
決
算
に
よ
る
中
間
申
告
書
は
、
提
出

期
限
を
過
ぎ
て
提
出
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ

り
、
中
間
申
告
書
を
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
す

る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
そ
の
提
出
期
限

の
延
長
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
中
間
申
告
書
を
提

出
期
限
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
が
可
能
な
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
が
な

か
っ
た
と
き
は
、
提
出
期
限
に
お
い
て
「
１　

前
年
実
績
に
よ
る
中
間
申
告
」
の
方
法
に
よ
る

中
間
申
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ

れ
、
上
記
納
付
期
限
ま
で
に
納
税
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
国
税
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
拡
大
防
止
へ
の
対
応
と
申
告
や
納
税
な
ど

の
当
面
の
税
務
上
の
取
扱
い
に
関
す
る
Ｆ
Ａ

Ｑ
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

任
意
の
中
間
申
告
制
度
に
つ
い
て

　

令
和
２
年
分
の
確
定
消
費
税
額
が
48
万
円
以

下
の
方
（
中
間
申
告
義
務
の
な
い
方
）
で
あ
っ

て
も
、「
任
意
の
中
間
申
告
書
を
提
出
す
る
旨

の
届
出
書
」
を
所
轄
の
税
務
署
に
提
出
し
た
場

合
に
は
、当
該
届
出
書
を
提
出
し
た
日
以
後
に
、

そ
の
末
日
が
最
初
に
到
来
す
る
６
月
中
間
申
告

対
象
期
間
※

か
ら
、
自
主
的
に
中
間
申
告
・
納

付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
６
月
中
間
申
告
対
象
期
間
と
は
、
そ
の
課
税

期
間
開
始
の
日
以
後
６
か
月
の
期
間
で
、
年
１
回

の
中
間
申
告
の
対
象
と
な
る
期
間
を
い
い
ま
す
。

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

納
税
窓
口
の
受
付
時
間
短
縮
に
つ
い
て

　

税
務
署
窓
口
で
の
納
税
は
９
時
～
16
時

ま
で
に
お
手
続
き
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。
納
税
者
の
皆
さ
ま
に
は
、
ご
不
便

が
生
じ
な
い
よ
う
、
口
座
か
ら
の
引
き
落
と

し
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
納
税
な

ど
、
窓
口
で
の
納
税
以
外
の
多
様
な
納
税
手

続
き
を
提
供
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

保
険
料
は
口
座
振
替
で
の
前
納
、
早
割
が
便
利
で
お
得
で
す
！

問合せ先

口座振替の前納、早割を利用すると、
国民年金保険料が割引されます
● 当月末に口座振替する方法のことを「早割」といいます。
● 自動引き落としなので納め忘れの心配がなく「安心」です。
● 手続きは一度だけで済みますので「簡単」です。
● 納めに行く手間が省け「便利」です。
● 現金で納付するよりも「お得」です。
● クレジットカードでの納付もできます。（前納額は現金払いの前納と同額です。）

現金納付と口座振替の
割引制度を利用した場合の保険料納付額の比較

毎月納付の
納付額

現金（納付書）前納の
納付額

口座振替による納付額
早割 前納

1か月 16,610円 16,560円
（割引額50円）

6か月 99,660円 98,850円
（割引額810円）

99,360円
（割引額300円）

98,530円
（割引額1,130円）

1年分 199,320円 195,780円
（割引額3,540円）

198,720円
（割引額600円）

195,140円
（割引額4,180円）

2年分 398,400円 383,810円
（割引額14,590円）

397,200円
（割引額1,200円）

382,550円
（割引額15,850円）

※毎月納付の納付額は、納付書による毎月納付および翌月末振替の口座振替の額となります。
※保険料額は、令和3年度の額です。（２年分については、令和4年度の保険料を含みます）
※「早割（当月分保険料を当月末に引落し）」は、月々50円割引となります。
※早割申込後最初の口座振替は前月分（割引なし）と当月分（50円割引）の２か月分となります。

口座振替の手続きは簡単です！
役 場 住 民 課

帯 広 年 金 事 務 所

金 融 機 関 } 　のいずれかに
　「口座振替納付申出書」
　　　　　　　　　　　　を提出するだけ

【持参するもの】
　・納付書や年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
　・預（貯）金通帳と通帳届出印

【注 意 事 項】   
① 口座振替の場合、月末が休日のときは翌営業日が引落し日となります。
② 前納の申し込みは、「1年分」・「2年分」および「上期６か月分（4月～９月）」は2月末日ま

で、「下期６か月分（10月～3月）」は8月末日までにお願いします。いつでも申し込むことが
できますが、申込み後、前納が始まるまでの分は、毎月納付（翌月末納付）となります。
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